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【しごと】
地域ブランドの創出と

起業・創業、雇用対策の強化

【ひと】
関係人口の創出、結婚・出産・

子育て・教育の支援

【まち】
地域コミュニティの充実と

安全・安心に暮らせる地域の創出

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

第
２
期 

甲
州
市
総
合
戦
略

　
市
で
は
、
人
口
減
少
と
地
域
経

済
縮
小
の
克
服
お
よ
び
、
ま
ち
・

ひ
と
・
し
ご
と
の
創
生
と
好
循
環

へ
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
加
速
さ

せ
て
い
く
た
め
、「
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
第
２
期
甲
州
市
総
合
戦

略
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

甲
州
市
総
合
戦
略
の

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

　
市
の
国
勢
調
査
に
よ
る
総
人
口

は
、
平
成
７
年
の
３
８
，
０
４
６

人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
て
お
り
、

平
成
27
年
に
は
、　

３
１
，
６
７

１
人
と
な
り
、
ピ
ー
ク
時
の
83
．

２
％
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
平
成
27
年
度
か
ら
第
１

期
総
合
戦
略
に
よ
る
、人
口
減
少
、

人
口
流
出
抑
制
対
策
を
展
開
し
て

き
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
は
、
果

樹
、
ワ
イ
ン
産
業
な
ど
の
活
性
化

に
よ
り
市
内
で
の
経
済
活
動
は
あ

る
程
度
活
発
化
し
、
教
育
環
境
も

充
実
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
人
口

対
策
に
直
接
関
係
の
あ
る
、結
婚
、

出
産
、
子
育
て
に
よ
る
自
然
増
、

ま
た
、
観
光
、
移
住
な
ど
に
よ
る

社
会
増
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
公
共

交
通
の
充
実
や
防
災
対
策
な
ど
住

み
よ
い
地
域
づ
く
り
も
成
果
が
十

分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
５
年
間
の
成
果
と

課
題
を
整
理
し
、
第
２
期
総
合
戦

略
に
よ
り
、
令
和
の
時
代
に
マ
ッ

チ
し
た
地
域
創
生
に
取
り
組
み
ま

す
。第

２
期
総
合
戦
略
の

基
本
的
な
考
え
方

　

市
の
実
情
に
応
じ
た
社
会
減
、

自
然
減
へ
の
対
策
を
講
じ
、
第
１

期
か
ら
の
継
続
を
力
に
す
る
施
策

と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
国
連
で
進
め
て
い

る
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）、
ソ

サ
エ
テ
ィ
５
．
０
（
国
が
進
め
る

経
済
発
展
と
社
会
的
課
題
の
解
決

を
両
立
す
る
社
会
）、
関
係
人
口

な
ど
の
新
た
な
視
点
に
よ
る
重
要

施
策
を
切
れ
目
な
く
展
開
し
て
い

き
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
本
市
な
ら
で
は

の
魅
力
を
発
信
し
、
移
住
対
策
、

人
口
流
出
抑
制
対
策
の
社
会
減
に

対
応
す
る
と
と
も
に
、
若
い
世
代

の
結
婚
、
妊
娠
、
子
育
て
の
希
望

を
叶
え
る
取
り
組
み
に
よ
り
自
然

減
へ
も
対
応
し
、
人
口
構
造
の
若

返
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
人
口
減

少
に
歯
止
め
を
か
け
て
い
き
ま

す
。

　
さ
ら
に
人
口
減
少
対
策
と
と
も

に
市
内
在
住
者
お
よ
び
市
内
に
関

係
す
る
方
々
の
生
活
満
足
度
な
ど

を
上
げ
て
い
き
、
魅
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

２０１８年にオープンしたシェアオフィス甲州。テレワーク等の
新たなワークスタイルを推奨し、若年層を中心とした働く環境づ
くりを推進している。（施設を利用する甲州ＫＵＬＡＳの皆さん）
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第２期 甲州市総合戦略

❶

【目的】

人口減少と地域経済縮小の克服
まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立

【基本目標】

甲州市に根ざした地域ブランドの創出と
魅力あるしごと、未来を担う人材の育成
　基幹産業である農業において、魅力ある農業を展開することに
より、農業へ従事する人材を確保し、果樹産地として高品質な果
樹を生産し、農業遺産認定を活かしたブランド化を推進します。
ワイン産業においては、醸造用ブドウの生産実態を正確に把握し、
生産農家とワイナリーの信頼関係のさらなる構築により、契約栽
培と自社栽培を含めた醸造用ブドウの安定生産に努めます。また、
商工会、市内金融機関などと連携し、事業承継と起業・創業を包
括的に支援し、雇用の充実へとつなげていくとともに「シェアオ
フィス甲州」の活用により、新しい働き方に対応していきます。

甲州市への人の流れをつくり
地域経済を創出
　豊富な観光資源の磨き上げと固有の地域資源の活用により、さ
らなる地域ブランドを高めていくとともに、おもてなし体制を拡
充し、ハード、ソフトの両面の整備を進めます。移住対策につい
ては、定住人口、交流人口、関係人口に係る事業をバランスよく
展開し、移住相談会への参加や空き家情報バンクの充実、お試し
住宅のさらなる活用を図り、本市に係る人口の増加を目指します。

出産・子育ての希望が叶う
切れ目ない支援の創出
　独身者に対する多様な出会いの場を提供することにより、家庭
を持つことの可能性を広げるとともに、安心して妊娠、出産、子
育てができるよう切れ目ない支援を行います。また、子育て世代
の仕事と生活の調和を目指した環境整備を促進します。さらに次
代を担う人材の育成に向け、生きる力の育成を重視した特色ある
教育活動を行い、未来をたくましく拓くことができるよう子ども
たちへの教育に力を入れていきます。

時代にあった地域をつくり
安全に暮らせる地域の創出
　地域活動の活発化のため、多様なコミュニティ活動が展開でき
る環境整備を進めるとともに、公共交通と防犯体制の充実を図り、
安全で安心な地域環境づくりを進めます。

問政策秘書課　地域創生推進担当　☎３２ ‐ ５０３７

❹

❸

❷
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甲
州
市
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

（
子
ど
も
家
庭
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
）

新
た
に
オ
ー
プ
ン

　市では、各専門機関との連携に努め、専門
分野や年齢による切れ目のない支援を目指し
ます。お気軽にご利用ください。
問甲州市福祉あんしん相談センター
　（甲州市子ども家庭障害者支援センター）
　〒４０４‐００４２
　甲州市塩山上於曽９３３‐６
　☎３２‐０２８５（障害のご相談）
　☎３３‐２２０３（子ども家庭のご相談）
　ＦＡＸ３３‐２３０７

　
甲
州
市
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
通
称
：
甲
州
市
福
祉
あ

ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
こ
れ
ま
で
地
域
で
生
活
す
る
障
害
者

の
総
合
的
な
相
談
を
受
け
、
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
昨
今
の
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
80
代
の
親
と

50
代
の
子
を
意
味
す
る
８
０
５
０
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
ひ
き
こ
も
り

や
児
童
虐
待
、
配
偶
者
間
暴
力
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
な
ど
、
複
雑
で
専

門
的
な
対
応
が
必
要
と
な
る
事
案
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
事
案
の
解
決
を
図
る
た
め
、
市
で
は
４
月
１
日
か
ら
、
国

が
全
国
の
市
町
村
で
運
用
を
進
め
て
い
る
「
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠

点
事
業
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
家
庭
で
起
こ
り
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

や
課
題
に
つ
い
て
の
相
談
を
、
年
齢
を
問
わ
ず
、
総
合
的
に
行
え
る
よ

う
「
甲
州
市
子
ど
も
家
庭
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
し
ま
し
た
。

次の相談を受け付けています。
✿メンタルヘルスについて
✿障害について
✿いじめ、自殺、非行について
✿家庭内で生じる暴力について
✿差別について
✿児童虐待や障害者虐待について など



広報こうしゅう5

支え合い 安心・安全の暮らしづくり

第３次甲州市地域福祉計画を策定しました
　近年、少子高齢化の急速な進行、単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、今後ますます複雑化・
多様化していく福祉課題に対して適切に対応するとともに、本市の地域福祉に関する理解や取り組みの
方向性を示す総合的な福祉計画として、「第３次甲州市地域福祉計画」を策定しました。
　計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間で、今後の社会情勢等の変化や分野別計画・関
連計画との整合を考慮しながら、必要に応じて内容の見直しを行います。

●地域福祉とは
　私たちが暮らしている地域の中で、困ったことや悩んでいることをみんなで助け合い、協力しながら、
心豊かに暮らせるまちにしていこうとする仕組みづくりです。
　そのためには、さまざまな生活課題について、個人や家族が自ら解決すること（自助）、地域やボラン
ティア等による支え合い活動（共助）、行政等による支援（公助）の連携がますます重要になります。

計画の基本理念
「支え合い、安心・安全の暮らしづくり」

基本理念を達成するための
４つの基本目標

　第２次甲州市総合計画に示す本市の将来像や福祉の基
本政策を踏まえるとともに、本市に暮らす全ての人が、
お互いにやさしさと思いやりの気持ちを持ってつながり、

「助け合い・支え合い」の輪を広げることで、安心して暮
らせる地域共生社会の実現を目指すために、基本理念を

「支え合い、安心・安全の暮らしづくり」としました。

１．これからの福祉を担う意識づくり・
　　人づくり
２．困っている人を包括的に支援する
　　体制づくり
３．地域福祉推進の仕組みづくり
４．安心して生活できる環境づくり

※計画の詳細は福祉課にお問い合わせいただくか、甲州市ホームページをご覧ください。

問福祉課　地域福祉担当　☎３２ ‐ ５０２７

[ 具体的には ]
・自らの生活課題解決への
　意識と主体的な取り組み
・家庭のもつべき「力」の
　醸成と解決への取り組み

[具体的には ]
・子ども・子育て支援制度
　や障害者福祉制度、高齢
　者福祉・ 介護保険制度等
　公的なサービスによる対
　応
・全市的なサービスの調整
　や“自助”“共助”の仕
　組みを支える支援等

自　助

自ら主体的に
解決する力

公　助

公的制度を
活用する力

共　助

地域の資源と
連携を活かす

[ 具体的には ]
・問題発見や自助・
　公助を補完する地域
　コミュニティとして
　の主体的取り組み
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
本
部
へ
移
行

　

市
で
は
、
２
月
に
「
警
戒
対
策
本
部
」
を
設
置
し
、

感
染
防
止
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
が
、
感
染
者

が
全
国
的
に
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
、４
月
１
日
付
で
「
対

策
本
部
」
へ
移
行
し
ま
し
た
。

　

本
部
長
で
あ
る
鈴
木
市
長
は
、「
市
民
の
生
命
と
健

康
、
生
活
を
守
る
た
め
、
危
機
感
を
持
っ
て
冷
静
に
対

応
し
て
ほ
し
い
」
と
職
員
に
指
示
し
ま
し
た
。

　
感
染
状
況
が
日
々
変
化
し
て
い
る
中
で
、
今
後
も
県

や
関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し
、
引
き
続
き
必
要
な
対

策
を
強
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。

副市長に広瀬猛氏が就任
　甲州市議会３月定例会最終日に議会の同意を得て、４月１日付で副市長に広瀬猛氏（上萩原）
が就任しました。任期は令和６年３月３１日までの４年間です。
　なお、芹澤正吾前副市長は任期満了に伴い、３月３１日付で退任しました。

◆経歴紹介
　昭和５２年、山梨県庁に入庁。会計管理者などを務め、退職後は山
梨県市長会常務理事・事務局長などを歴任しました。

◆就任あいさつ
　鈴木市政を支え、さらなる甲州市の発展のため、副市長としての職
責を果たしたいと存じます。市民の皆さまのご指導ご協力を賜ります
ようお願い申し上げ、就任のあいさつとさせていただきます。

監査委員に長瀬氏が就任（再任）

　甲州市議会３月定例会最終日に議
会の同意を得て、３月２６日付で監
査委員に長瀬静男氏（熊野）が就任
（再任）しました。任期は令和６年
３月２５日までの４年間です。
　長瀬氏は、甲州市役所総務企画部
長などを歴任。平成２８年３月に監
査委員に就任し、今期２期目となり
ます。

市長補佐官に渡辺氏を採用

　新設した市長補佐官
（課長級）に元山梨県広
聴広報課総括課長補佐
の渡辺正尚氏を採用し
ました。
　勝沼ぶどうの丘の経
営管理体制強化を図る
ため、総支配人の実務
を担います。

副市長

広
ひろせ

瀬　猛
たける

 氏

市長補佐官

渡
わたなべ

辺 正
まさなお

尚 氏
監査委員

長
ながせ

瀬 静
しずお

男 氏

市政トピ
ックス

対策本部へ移行し、全課長に指示を出す
鈴木本部長（4 月 1 日）
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◆
本　
団

団　
　
長　
　
古
屋　
二
三
夫

副
団
長　
　
荻
原　
正
人

　

〃　
　
　
佐
藤　
和
正

　

〃　
　
　
丸
山　
元
樹

◆
塩
山
分
団

分
団
長　
　
廣
瀬　
尚
武

副
分
団
長　
　
廣
瀬　
純
一

　

〃　
　
　
佐
藤　
誠

第
１
部
長　
　
中
込　
孝
丞

第
２
部
長　
　
鮎
川　
晋
也

第
３
部
長　
　
小
沢　
俊
輔

第
４
部
長　
　
吉
田　
吏

第
５
部
長　
　
日
原　
賢
治

◆
奥
野
田
分
団

分
団
長　
　
芦
澤　
勇

副
分
団
長　
　
保
坂　
直
樹

　

〃　
　
　
北
井　
公
史

第
１
部
長　
　
向
山　
秀
樹

第
２
部
長　
　
天
野　
富
夫

◆
松
里
分
団

分
団
長　
　
武
居　
基

副
分
団
長　
　
神
谷　
智
一

　

〃　
　
　
手
塚　
達
也

第
１
部
長　
　
深
澤　
智
弘

第
２
部
長　
　
手
塚　
雄
二

第
３
部
長　
　
小
宮
山　
一
樹

第
４
部
長　
　
山
岸　
侑
司

第
５
部
長　
　
山
下　
修
一

◆
玉
宮
分
団

分
団
長　
　
中
村　
賢
一

副
分
団
長　
　
川
村　
浩
道

　

〃　
　
　
雨
宮　
誠
也

第
１
部
長　
　
雨
宮　
司

◆
大
藤
分
団

分
団
長　
　
茂
手
木　
和
記

副
分
団
長　
　
廣
瀬　
悦
良

　

〃　
　
　
萩
原　
輝

第
１
部
長　
　
田
中　
直
弥

◆
神
金
分
団

分
団
長　
　
中
村　
好
一

副
分
団
長　
　
松
永　
久
忠

　

〃　
　
　
雨
宮　
智
紀

第
１
部
長　
　
小
野　
隆
弘

第
２
部
長　
　
徳
良　
智
博

第
３
部
長　
　
塩
澤　
聖
也

第
４
部
長　
　
中
村　
好
洋

第
７
部
長　
　
渡
邉　
修

第
８
部
長　
　
田
中　
初
夫

第
９
部
長　
　
田
邉　
信
次

◆
勝
沼
分
団

分
団
長　
　
三
井　
潤
一

副
分
団
長　
　
丸
山　
浩
一

　

〃　
　
　
西
海　
達
彦

第
１
部
長　
　
古
屋　
陽
明

第
２
部
長　
　
風
間　
一
志

第
３
部
長　
　
山
口　
美
展

第
５
部
長　
　
雨
宮　
祐
太

第
６
部
長　
　
原　
　
雅
士

第
７
部
長　
　
佐
藤　
和
也

◆
祝
分
団

分
団
長　
　
雨
宮　
秀
樹

副
分
団
長　
　
高
野　
淳

　

〃　
　
　
雨
宮　
吉
男

第
1・2
部
長　
　
武
藤　
立
雄

第
3・4
部
長　
　
佐
藤　
吉
朗

第
５
部
長　
　
原　
　
由
光

◆
東
雲
分
団

分
団
長　
　
大
澤　
秀
一

副
分
団
長　
　
三
澤　
利
生

　

〃　
　
　
三
枝　
宗
徳

第
１
部
長　
　
田
口　
夏
紀

第
２
部
長　
　
大
沢　
裕
樹

第
３
部
長　
　
辻　
　
和
敏

第
４
部
長　
　
三
澤　
敦

◆
菱
山
分
団

分
団
長　
　
飯
塚　
浩

副
分
団
長　
　
三
森　
亮

　

〃　
　
　
内
田　
正
紀

第
１
部
長　
　
古
屋　
敏
弘

◆
大
和
分
団

分
団
長　
　
手
塚　
公
彦

副
分
団
長　
　
髙
野　
哲
也

　

〃　
　
　
平
山　
哲
也

第
１
部
長　
　
古
屋　
多
加
夫

第
２
部
長　
　
佐
藤　
賢
宏

◆
喇
叭
隊

隊　
　
長　
　
佐
野　
剛
彦

◆
女
性
消
防
隊

隊　
　
長　
　
上
野　
理
恵

消
防
団
役
員
の
紹
介

古屋団長から新入団員に辞令が交付されました

　
甲
州
市
消
防
団
は
４
月
４
日
、
辞
令
交
付
式
を
行
い

ま
し
た
。
新
た
に
30
名
が
入
団
し
、
甲
州
市
消
防
団
員

は
８
７
８
名
と
な
り
ま
し
た
。
古
屋
団
長
の
も
と
、
消

防
団
は
防
火
・
防
災
活
動
に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

地
域
の
安
全
と
安
心
の
た
め
に

甲
州
市
消
防
団

辞
令
交
付
式
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高血圧の予防と改善
いきいきライフ通信

令和２年２月の医療費
医療費全体	 ２億６，２７２万円	（前年同月比	 ＋１,１５３万円）
１人当たり医療費	 ３０，０４６円	（前年同月比	 ＋１,９８９円）

［国保連　診療報酬請求額基準］

問健康増進課　保健事業担当
　☎３４ ‐ ５４３６

　平成３０年度の甲州市健診結果から、収縮期血圧（最大血圧）が１３０を超えた方は、健診を受けた
方の４６．８％であることがわかりました。市民の約２人に１人の方が高血圧の可能性が高い状態です。
　新年度は、生活環境が変わる方、寒暖差により体調に変化のある方も多いと思います。身近な健康の
バロメーターである血圧を見直してみませんか。

・血圧が高いとなぜいけないのか？
　高血圧は自覚症状がほとんどなし。そのままにしておくと・・・

●高血圧の予防と改善が期待できる「生活改善 5 つのポイント」

●受診して治療することも大切なの？
　高血圧は、加齢、生活習慣、体質の遺伝など、原因がはっきりと特定できないケースが多くを占めます。
そのような場合でも、薬による血圧コントロールを行うことで大きな病気にならずに済むのです。上記
のような生活習慣の改善を行っても変化がない場合は、放置したり、自己流で血圧管理をしたりせず、
まずは家庭血圧を測定し、医療機関を受診して、自分にあった血圧コントロールの方法を医師と相談し
てください。

脳卒中、心臓病、腎不全などを
引き起こす可能性が高まります

高血圧の診断基準　　　（単位：mmhg）

収縮期血圧
（最大血圧）

拡張期血圧
（最小血圧）

家庭血圧 135 以上 85 以上

診察室血圧 140 以上 90 以上

①減塩

食塩は、1	日 8ｇ未満を目標
に調味料は「かける」ではな
く、「つける」に変えると血
圧が大きく下がります。

②バランスの良い食事を目指す
１食に赤・黄・緑の食べ物の仲間を揃えましょう。

③まめに体を動かす

まずは、散歩やストレッ
チなど、できることから
始めましょう。

④減酒・禁煙

お酒はビールで中びん１
本程度まで。
禁煙も効果的です。

⑤血圧の自己測定
家庭で血圧を測定するタイミング
朝 起床して 1 時間以内

トイレの後・朝食の前
薬を飲む前

夜 寝る前
入浴や飲酒の直後は避ける

普段からの血圧管理や高血圧を見つ
けるために効果的なのが、家庭で自
動血圧計を用いた血圧測定です。

黄の仲間

緑の仲間

赤の仲間

ご飯、パン、麺など

肉・魚・大豆など

野菜・きのこ・海藻
類など
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【定期接種】　成人用肺炎球菌予防接種　今年度の対象者
○今までに成人用肺炎球菌の予防接種を受けたことがない方を対象に、定期接種の機会を設けています。
　今年度対象年齢となる方のうち、市で接種済であることを確認できていない方には、予診票等を送付し
ています。

○肺炎は、日本人の死因の上位となっており、成人の肺炎のうち約１／４～１／３は肺炎球菌が原因と考
えられています。
　肺炎球菌の予防接種をすることにより、肺炎の原因となる８０％以上の肺炎球菌に効果があるとされて
います。
　接種を希望される方は、まずはかかりつけ医にご相談ください。

○令和２年度は、以下の方が定期接種の対象となります。

１．右記の生年月日の範囲内にある方
２．６０歳から６５歳未満の方で、心
臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の
身辺の日常生活活動が極度に制限
される程度の障害や、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に日
常生活がほとんど不可能な程度の
障害がある方。

※これまでに一度でも接種したこと
がある方は、定期接種の対象から
除きます。

○定期接種の対象となる方には、接種費用のうち４, ０００円を助成しています。
　対象の方で接種を希望される方は、令和３年３月３１日（水）までに接種したものが助成の対象となり
ますので、機会を逃さないようご注意ください。

問健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２‐５０１４

健康診断希望調査を実施します
　市では、病気の早期発見・早期治療へ繋げるため、健康診断を実施しています。
　健康診断実施にあたり、多くの方に受診していただき、よりスムーズな健診を行うため、各地区の保健
環境委員との協働により、健康診断希望調査を実施します。

　５月中旬に「令和２年度　甲州市健康診断希望調査票」を、各世帯主様あてに郵送します。同一世帯の
２０歳以上のご家族について、総合健診や各種がん検診等の受診希望の有無を記入してください。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、記入した調査票は５月２９日（金）までに返信用封筒
での郵送にて各世帯より提出をお願いいたします。（直接、健康増進課または勝沼・大和支所へ提出して
いただくこともできます）

※保健環境推進員は、各組単位で１名選出されており、組長が兼ねている地区もあります。
※健診日程や内容等の詳細は、希望調査票に同封の「健康カレンダー」をご覧ください。

問健康増進課　健康企画・地域医療担当　☎３２‐５０１４

６５歳 昭和３０年４月２日生～昭和３１年４月１日生

７０歳 昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生

７５歳 昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生

８０歳 昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生

８５歳 昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生

９０歳 昭和　５年４月２日生～昭和　６年４月１日生

９５歳 大正１４年４月２日生～大正１５年４月１日生

１００歳 大正　９年４月２日生～大正１０年４月１日生
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育児ボランティア養成講座のご案内
　市が開催する育児学級（すくすく学級）は、
多くの育児ボランティアさんにご協力をいただ
きながら、託児付きで実施しており、参加する
保護者の皆さんは落ち着いた環境で育児につい
て学ぶことができています。
　この度、甲州市社会福祉協議会では、右記の
とおり育児ボランティアの養成講座を開催しま
す。講座では、ボランティアを行う上での注意
点や最近の子育て事情、赤ちゃんのお世話の仕
方などをお話ししますので、興味のある方はぜ
ひご参加ください。
※新型コロナウイルスの状況により、延期または中止となる
　可能性があります。

koshu chi ld smi le 子育て応援情報

感染症による自粛生活が招く“生活不活発”の対策を !
　暖かくなり、外出しやすい季節となりましたが、新型コロナウィルス感染症が流行し、不要不急の外出
は避けなければならない状況となっています。
　介護保険を利用している方の中には、デイサービス等の利用を控える方も多くいらっしゃいます。日本
老年医学会では、「動かないこと（生活不活発）により身体や頭の動きが低下して、２週間の寝たきりで
失う筋肉量は、７年間に失われる量に匹敵する」と呼び掛けています。病気やケガなどにより寝込むこと
で筋力が低下するというだけでなく、ずっと家にいて一日中テレビを見ていたり、ぼーっとしたり、食事
もたまに抜いてしまう・・・誰かと話すことも少なくなったなど、心当たりのある方もいらっしゃるので
はないでしょうか。こうした生活（生活不活発）が続くと、歩くことや身の回りのことなど生活上の動作
が行いにくくなり、疲れやすくなってしまいます。日本老年医学会では以下のことを推奨しています。

①動く時間を増やしましょう！
　まずは、家事や身支度など自分でできることは自分でやることが大切です。散歩やラジオ体操、自宅で
できる運動で筋肉の衰えを予防しましょう。市では、「家庭でできる筋力アップ体操！」をＣＡＴＶで
放映しています。（デジタル１１１チャンネル／リモコン１１）

②しっかり食べて栄養を！　　　免疫力を高めるためにも大切です。
③お口を清潔に保ちましょう！　　　しっかり噛んで、できれば毎日おしゃべりをしましょう。
④家族や友人との支え合いが大切！　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：２０２０年３月　日本老年医学会）

※チラシを回覧しますので、ご覧ください。

　市では、「いつまでも住み慣れた地域で自分らしく過ごせるまち」を目指し、「自立した生活を支援」す
るため、介護予防のための各種事業を行っています。お気軽にご相談ください。

問甲州市地域包括支援センター（介護支援課内）☎３２ ‐ ５６００

	６月２２日（月） 
	午後１時３０分～３時
	塩山保健福祉センター １階 多目的ホール
	育児ボランティアに興味のある市内在住の方
	無料

●申込締切日　６月１５日（月） 
●お問い合わせ・申し込み先
　甲州市社会福祉協議会　☎４４ ‐ ２６１２

～育児ボランティアさんの声～
　「自分の孫を見るような気持ちで
　　　　　　　　　　参加させてもらっています」
　「赤ちゃんと接すると癒されます」
　「自分が来られるときだけ参加しているので
　　負担はない。農家なので農閑期に来ています」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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スポーツ少年団 団員募集
　甲州市では２０のスポーツ少年団が元気に活動しています。スポーツを始めたい方、お子さんにスポーツ
を始めさせたい方は、甲州市スポーツ少年団本部へお問い合わせください。見学したい方も大歓迎です。

種目 団名 団員資格 練習日 練習場所

空手道
塩山空手クラブ ５歳以上 水・金曜日（19：00 ～ 21：00） 塩山南小学校体育館
塩山拳の会 小学生～ 木曜日（19：30 ～ 21：00） 日下部警察署
勝沼空手道 小中学生 土曜日（19：30 ～ 22：00） 祝小学校体育館

剣　道
玉宮剣道 幼児・小中学生 火・金曜日（19：30 ～ 21：00）

土曜日（19：30 ～ 21：00）
玉宮小学校・塩山南小
学校体育館

勝沼剣道 小学生～
（未就学児は相談）

火曜日（19：30 ～ 20：30）
土曜日（10：00 ～ 11：30） 勝沼勤労者体育館

サッカー
塩山サッカー 幼児～中学生

・幼児～小学校２年生は
　水曜日（19：00 ～ 20：30）
　土曜日（9：30 ～ 11：00）
・小学校３年生～６年生は
　水・木曜日（19：00 ～ 21：00）
　※木曜日は 5・6 年生のみ
　土曜日（9：30 ～ 11：30）
・中学生は
　木曜日（19：00 ～ 21：00）

塩山地区小学校校庭、
塩山総合グラウンド

勝沼サッカー 小学生 水曜日（18：00 ～ 20：00）
土曜日（9：30 ～ 11：30） 東雲小学校校庭

柔　道
塩山柔道 小学生

（幼児も可） 月・水・金曜日（19：15 ～ 21：00） 塩山柔道場、塩山ふれ
あい館

神金柔道柔神クラブ 小学生 塩山柔道と合同練習
（随時で単独練習）

随時で神金小学校体育
館ほか

ソフトボール 塩山ビーバーズ
小学生男子

金曜日（20：00 ～ 21：15） 奥野田小学校校庭
（冬季は体育館）小学生女子

（幼児も可）

バドミントン 勝沼ジュニアバドミ
ントン 小中学生 火・金・土曜日（19：30 ～ 22：00） 勝沼体育館

バレーボール 塩山フレンド
小学生男子

火・水曜日（17：30 ～ 20：00） 塩山南小学校・奥野田
小学校体育館小学生女子

ハンドボール 塩山ハンドボール 小学生～ 火・金曜日（18：30 ～ 21：00）
※火曜日は小学校４年生以上 塩山体育館

ミニ
バスケット

ボール

塩山ミニバスケット
ボール男子 小学生男子 火・木曜日（18：00 ～ 20：00）

土曜日（9：00 ～ 12：00）
塩山南小学校・塩山北
小学校・奥野田小学校
体育館

塩山ミニバスケット
ボール女子 小学生女子 火・木曜日（18：00 ～ 20：00）

土曜日（17：00 ～ 20：00）
塩山南小学校・塩山北
小学校・松里小学校体
育館

勝沼ミニバスケット
ボール 小学生 火・金曜日（18：30 ～ 20：30）

土または日曜日（9：00 ～ 12：00） 勝沼町内体育館

野球

甲州ジュニアベース
ボールクラブ 小学生 火・木曜日（18：00 ～ 20：00）

土・日曜日（9：00 ～ 12：30）
塩山北小学校・神金小
学校校庭

塩山グリーンズ 小学生 火・木曜日（18：00 ～ 20：00）
土・日曜日（9：00 ～ 13：00） 松里小学校校庭

塩山南野球 小学生
（幼児も可）

水・木曜日（17：30 ～ 20：00）
土・日曜日（練習・試合） 奥野田小学校校庭ほか

勝沼野球 小学生 火・木曜日（18：00 ～ 20：00）
土・日曜日（9：00 ～ 12：00）

勝沼中学校・勝沼小学
校校庭

問甲州市スポーツ少年団本部（生涯学習課　スポーツ振興・東京オリンピック対策担当）　☎３２ ‐ ５０９８
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５月１日～

市税等がスマホ決済で
納付できます
　5 月 1 日から LINE アプリを利用して、スマートフォンやタブレットから電
子マネー（LINE Pay）で市税等が納付できます。
　24 時間いつでも納付ができ、決済手数料は無料です。ぜひご利用ください。

【対象となる市税・料金】
●市・県民税（普通徴収）　●固定資産税・都市計画税　●軽自動車税（種別割）
●国民健康保険税（普通徴収）　●介護保険料（普通徴収）

●「LINE Pay収納」とは
　LINE アプリを使用して、納付書兼納入通知書に印刷されたバーコードをスマートフォンやタブレットのカメ
ラで読み取り、LINE Pay（銀行口座やコンビニからチャージ可能な電子マネー）で納付ができるサービスです。
　金融機関窓口やコンビニ等へ出向くことなく、スマートフォンやタブレットから簡単に、いつでも納付が可能
です。利用登録や利用可能金融機関の口座設定等を行います。使い方の詳細は「LINE Pay ガイドページ」をご
覧ください。（https://pay.line.me/portal/jp/main）

●納付手続きに必要なもの
・コンビニ収納用バーコードが印字されている納付書
・LINE アプリを利用できるスマートフォンまたはタブレット（バーコード読み取りが可能なもの）
・事前に LINE アプリのダウンロードが必要です。（無料）
・LINE Pay の納付方法や使い方は、https://lin.ee/gMtwDQL/qjha をご覧ください。
※納付期限を過ぎた納付書は利用できません。
※支払い前に納付内容を確認のうえ、決済をお願いします。

●注意事項
・領収証書は発行されません。納付確認はアプリ内の支払履歴で確認できます。
・軽自動車の車検等で納税証明書の発行をお急ぎの場合は、他の納付方法をご利用ください。
・データ通信料は利用者負担となります。
・LINE Pay 株式会社で実施のキャンペーンについては、そちらへお問い合わせください。
◎次の場合は、LINE Pay で納付することができません。
①納付期限を過ぎた納付書　②納付書にコンビニ納付用のバーコード情報が印字されていない納付書
③納付金額が訂正された納付書　④破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない納付書
※納付書の金額が 30 万円を超えるものはバーコードの印字がありません。市役所または金融機関窓口での納付
をお願いします。

●LINE Pay以外の市税等の納付方法
　口座振替、市役所本庁舎および勝沼・大和支所、金融機関・コンビニの各窓口、クレジットカード収納、
PayPay アプリ

◆詐欺などにご注意ください
　納税や還付金に関して、市から ATM（銀
行などの現金自動支払機）の操作をお願
いすることはありません。

問収納課　収納担当　　　　　☎３２ ‐ ５０７４
　介護支援課　介護保険担当　☎３２ ‐ ５０６６

LINE 起動 QR コード

LINE Pay 請求書支払い説明ページ
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　農業振興地域の整備に関する法律（以下「農
振法」という。）に基づく農用地区域内の農
地を宅地等に利用したい場合には、農業委員
会に農地転用申請をする前に、農振法に基づ
く農振除外の許可が必要となります。
　今年度は、下記のとおり申出の事前相談お
よび受付を行います。

■事前相談
　農振除外はすべての農地でできるわけでは
ありません。除外できる可能性がある農地
なのか事前に農林振興課農地担当までご相
談ください。
　また、申出書作成には時間がかかりますの
で、事前の相談はお早めにお願いします。

■受付期間
　６月８日（月）～２５日（木）　
■提出先
　農林振興課　農地担当
　午前８時３０分～午後５時１５分
　（土曜日・日曜日・祝日を除く）
■対象の農地
　具体的な計画（住宅建築等）があり、許可
後１年以内に転用申請するものについて、
他に代替する土地がなく、集団的農用地や
農業振興計画への支障が無い必要最小限の

農地で、おおむね１０, ０００㎡未満の申
出を対象とします。
※除外は必要最小限ですので、計画に必要な
面積を算出してください。

■申出書類
　申出書は農林振興課に用意しています。
　また、甲州市ホームページからもダウン
ロードできます。（ｗоｒｄ形式）

■注意事項
◎すでに除外されている農地を所有している
場合はそちらの土地を使用することが優先
となります。
　また、所有の除外されている農地は農振農
用地へ編入させていただきます。
◎土地基盤整備・土地改良事業等（畑地帯総
合整備事業など）に係る地区内の農地につ
いては、事業が完了した翌年度から起算し
て８年間は除外できません。
◎その他の詳細については、農林振興課まで
お問合わせください。
※申出した農地が必ず除外できるとは限りま
せんので、ご承知おきください。
※すでに除外されている農地の農振農用地へ
の編入も受付します。
問農林振興課　農地担当
　☎３２‐５０９２

「甲州市農業ビジョン」を策定しました
　農業振興は、本市の発展にとって必要不可欠ですが、農家数の減少や農業就労者の高齢化、担い
手不足、耕作放棄地の増加など、多くの課題があります。このような状況に対し、今後１０年を重
要期間と位置づけ、担い手の確保、農業者の所得向上、農用地の利用集積等を図ることを目的に、「甲
州市農業ビジョン」を策定しました。今後、本ビジョンを基にさらなる農業施策を推進してまいり
ます。詳細は農林振興課にお問い合わせいただくか、甲州市ホームページをご覧ください。

問農林振興課　果樹農林担当　☎３２ ‐ ５０９２

農振除外申出の受付について
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く

ら

し

の

情

報

令
和
２
年
度

所
得
証
明
書
等
の
発
行
を

６
月
１
日
か
ら
開
始
し
ま
す

◦
発
行
開
始
日　
６
月
１
日
（
月
）
～

◦
発
行
を
開
始
す
る
証
明
書

・
令
和
２
年
度
（
令
和
元
年
分
）　
所
得

証
明
書

・
令
和
２
年
度　
課
税
証
明
書

・
令
和
２
年
度　
非
課
税
証
明
書

◦
発
行
に
必
要
な
も
の

・
証
明
書
交
付
申
請
書

・
印
鑑

・
申
請
者
（
窓
口
に
来
る
方
）
の
顔
写
真

付
き
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
等
）

・
手
数
料
（
１
通
に
つ
き
３
０
０
円
）

・
委
任
状
（
本
人
お
よ
び
同
世
帯
の
ご
家

族
が
申
請
す
る
場
合
は
不
要
）

※
前
年
度
以
前
の
証
明
書
は
、
随
時
発
行

し
て
い
ま
す
。

※
証
明
書
交
付
申
請
書
と
委
任
状
は
、
税

務
課
窓
口
に
用
意
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

甲
州
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
郵
送
で
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
必
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課　
市
民
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
４
１
１
～
１
４
１
３
）

身
体
障
害
者
等
の
軽
自
動
車
税

減
免
申
請
に
つ
い
て

◦
減
免
区
分

①
本
人
運
転

　
障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を

本
人
自
ら
運
転
す
る
場
合
。

②
家
族
運
転

　
障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を

も
っ
ぱ
ら
本
人
の
通
勤
、
通
学
、
通
院

等
の
た
め
に
、
本
人
と
住
居
お
よ
び
生

計
を
一
に
す
る
方
が
運
転
す
る
場
合
。

※
福
祉
事
務
所
（
福
祉
課
）
で
証
明
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
常
時
介
護
者
運
転

　
障
害
者
の
み
の
世
帯
で
構
成
さ
れ
、
障

害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を
常

時
介
護
す
る
方
が
障
害
者
の
通
勤
、
通

学
、通
院
等
の
た
め
に
運
転
す
る
場
合
。

※
福
祉
事
務
所
（
福
祉
課
）
で
証
明
を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◦
申
請
期
限

　
５
月
22
日
（
金
）
ま
で

※
申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◦
申
請
に
必
要
な
も
の			

・
手
帳
（
身
体
障
害
者
手
帳
等
）

・
車
検
証
（
車
検
証
が
な
い
場
合
は
標
識

交
付
証
明
書
）	

・
運
転
免
許
証
（
②
家
族
運
転
、
③
常
時

介
護
者
運
転
の
場
合
は
運
転
者
の
免
許

証
）

・
印
鑑

・
自
動
車
税
等
に
係
る
減
免
資
格
証
明
書

（
②
家
族
運
転
、
③
常
時
介
護
者
運
転

の
場
合
の
み
）

※
証
明
書
に
つ
い
て
は
各
手
帳
の
発
行
機

関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド

◦
減
免
の
継
続

　
前
年
度
に
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け

た
方
で
、
車
両
の
変
更
や
免
許
証
の
更

新
な
ど
申
請
内
容
に
変
更
が
な
い
方
に

つ
い
て
は
、
申
請
し
て
い
た
だ
く
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◦
注
意
点

　
減
免
と
な
る
車
両
は
障
害
者
一
人
に
つ

き
１
台
で
す
。
普
通
自
動
車
で
減
免
を

受
け
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税
の
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

タ
ク
シ
ー
券
交
付
と
の
併
用
も
で
き
ま

せ
ん
。

問
税
務
課　
市
民
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
４
１
１
～
１
４
１
３
）

　トラクター、農耕用薬剤散布車（ＳＳ）などの
小型特殊自動車は、公道走行の有無や使用の有無
に関わらず、軽自動車税の課税対象となるため、
所有していればナンバー登録と納税義務が発生し
ます。
　現在、車両を所有しているがナンバー登録して
いない方や新たに小型特殊自動車を取得した方は、
税務課でナンバー登録を行ったうえでのご利用を
お願いします。

●登録に必要なもの
・所有者および使用者の印鑑
・販売証明書
・委任状（別世帯の方が届出する場合）
・届出者の身分証明書
※車両を所有している方で販売証明書がない場合は、

車体番号の写真、石刷り等の車体番号が確認でき
るものをご持参ください。

※減免要件等の詳細はお問い合わせください。
問税務課　市民税担当
　☎３２ ‐ ２１１１（内１４１１～１４１３）

固定資産税・都市計画税第１期および
軽自動車税（種別割）の納期限について

６月１日（月）が納期限です。
納め忘れのないようご注意ください。

※口座振替の方は、６月１日（月）に引き落としさ
れますので、前日までに残高をご確認ください。

※納税相談を収納課窓口で随時行っています。

問収納課　収納担当　☎３２‐５０７４

小型特殊自動車のナンバー登録について
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：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

税
務
課
資
産
税
担
当
か
ら
の

お
知
ら
せ

◎
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
が
で
き
ま

す
◦
縦
覧
制
度
と
は

　
自
己
の
固
定
資
産
の
評
価
額
が
適
正
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、

他
の
類
似
の
固
定
資
産
の
評
価
額
と
比

較
が
で
き
る
制
度
で
す
。

◦
縦
覧
で
き
る
方

　
甲
州
市
内
に
所
在
す
る
固
定
資
産
税
の

納
税
義
務
者
（
相
続
人
を
含
む
）
と
そ

の
同
居
家
族
お
よ
び
納
税
管
理
人
な
ら

び
に
委
任
状
の
あ
る
代
理
人
の
方

◦
縦
覧
の
際
に
必
要
な
も
の

　
本
人
確
認
書
類
（
納
税
通
知
書
、
運
転

免
許
証
等
）、
印
鑑

※
相
続
人
の
方
は
相
続
権
が
わ
か
る
書
類

（
戸
籍
謄
本
等
）、
代
理
人
の
方
は
委
任

状
◦
縦
覧
帳
簿
記
載
内
容

　
土
地
の
地
番
・
地
積
・
価
格
等
、
家
屋

の
所
在
・
家
屋
番
号
・
床
面
積
・
価
格

等
◦
縦
覧
期
間

　
６
月
１
日
（
月
）
ま
で

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
。

◦
縦
覧
場
所

・
市
役
所
本
庁
舎　
税
務
課

・
市
役
所
勝
沼
支
所
・
大
和
支
所

※
お
詫
び
と
訂
正

　
『
広
報
こ
う
し
ゅ
う
４
月
号
』
で
縦
覧

期
間
を
「
５
月
29
日
（
金
）
ま
で
と
掲

載
し
ま
し
た
が
、
正
し
く
は
「
６
月
１

日
（
月
）
ま
で
の
誤
り
で
す
。
お
詫
び

し
て
訂
正
し
ま
す
。

問
税
務
課　
資
産
税
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
４
２
２
・
１
４
２
３
）

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

（
車
検
用
）
に
つ
い
て

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
車
検
用
）

の
平
成
31
年
度
分
の
有
効
期
限
は
、
５

月
30
日
（
土
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
以
降
は
、
令
和
２
年
度
軽
自
動
車

税
納
税
証
明
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
で
の
ご
納
付
の
方
は
納
付
書
右

端
の
納
税
証
明
書
（
継
続
検
査
用
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
の
方
お
よ
び
ク
レ

ジ
ッ
ト
収
納
、
ス
マ
ホ
収
納
の
方
で
車

検
が
必
要
な
車
両
に
つ
き
ま
し
て
は
、

６
月
中
旬
以
降
に
納
税
証
明
書
（
継
続

検
査
用
）
を
順
次
発
送
し
ま
す
。

　

発
送
前
に
納
税
証
明
書
（
継
続
検
査

用
）
が
必
要
な
方
の
中
で
口
座
振
替
の

方
は
、
金
融
機
関
か
ら
口
座
振
替
結
果

が
届
く
６
月
１
日
（
月
）
～
４
日
（
木
）

ま
で
の
間
、
軽
自
動
車
税
の
引
き
落
と

し
額
が
記
帳
さ
れ
た
通
帳
を
ご
持
参
い

た
だ
き
、
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
か

ら
の
発
行
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
際
は
お
時
間
を
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
収
納
課
お
よ
び
勝
沼
・
大
和
支

所
窓
口
で
の
再
発
行
の
手
続
き
に
は
、

車
検
証
（
コ
ピ
ー
可
）
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

※
車
検
は
、
車
検
有
効
期
限
の
１
ヵ
月
前

か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

日
程
調
整
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
収
納
課　
収
納
担
当

　
☎
32
‐
５
０
７
４

市
役
所
本
庁
舎
・
コ
ン
ビ
ニ
で

の
証
明
書
自
動
交
付
機
の
停
止

５
月
１
日（
金
）午
後
11
時
～
７
日（
木
）

午
前
６
時
30
分
の
間
、
シ
ス
テ
ム
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、
市
役
所
本
庁
舎
お

よ
び
コ
ン
ビ
ニ
で
の
証
明
書
自
動
交
付

機
を
停
止
し
ま
す
。

　
ご
利
用
の
皆
様
に
は
、
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
戸
籍
住
民
課　
住
民
記
録
・
戸
籍
担
当

　
☎
32
‐
２
１
１
１

　
（
内
１
０
１
１
～
１
０
１
７
）

浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

合
併
お
よ
び
単
独
処
理
浄
化
槽
の
管
理

者
は
、所
有
者
ま
た
は
占
有
者
等
で
す
。

　
浄
化
槽
管
理
者
は
、
浄
化
槽
の
機
能
を

正
常
に
維
持
し
、
適
正
な
放
流
水
質
を

確
保
す
る
た
め
に
、
浄
化
槽
法
に
よ
り

「
保
守
点
検
」「
清
掃
」「
法
定
検
査
」

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
ご
理
解
の
う
え
、

浄
化
槽
を
正
し
く
使
用
し
て
く
だ
さ

い
。

◦
保
守
点
検
‥
‥
県
の
許
可
を
受
け
た
業

者
か
ら
、
浄
化
槽
の
種
類
ご
と
に
定
め

ら
れ
た
回
数
の
保
守
点
検
が
必
要
で

す
。

◦
清
掃
‥
‥
市
で
許
可
を
受
け
た
業
者
か

ら
、
年
に
１
回
（
種
類
に
よ
っ
て
は
２

回
）
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◦
法
定
検
査
‥
‥
山
梨
県
浄
化
槽
協
会
か

ら
、
使
用
開
始
後
、
３
ヵ
月
を
経
過
し

た
日
か
ら
５
ヵ
月
以
内
に
受
検
す
る

「
使
い
始
め
の
検
査（
７
条
検
査
）」と
、

そ
の
後
、
毎
年
１
回
定
期
的
に
受
検
す

る
「
定
期
検
査
（
11
条
検
査
）」
の
２

つ
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
環
境
政
策
課　
環
境
政
策
担
当

　
☎
33
‐
４
４
０
４

問
山
梨
県
浄
化
槽
協
会

　
☎
０
５
５
‐
２
８
８
‐
１
１
３
２

自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます
　令和２年１０月１日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されます。
安全のため適切な利用方法を守り自転車に乗るようにしましょう。

【加入対象者】（◎＝義務）
保険等への加入

自転車利用者 自転車を利用する
未成年を監護する
保護者

従事者に自転車を
利用させる事業者

自転車貸付事業者

◎ ◎ ◎ ◎
問市民生活課 市民生活担当　☎３２ ‐ ５０６８

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、掲載している
イベント等が延期・中止となる場合があります。



令和 2年 5月 16

　　イベント　　講座・募集　　介護・福祉　　健康　　保険・税　　お知らせ　　

無
料
法
律
相
談

５
月
15
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

市
役
所
本
庁
舎　
２
階　
第
１
会
議
室

市
内
在
住
の
方

◦
定
員　
６
名（
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※
５
月
７
日
（
木
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、
回
数
を
制
限
さ
せ
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
☎
32
‐
５
０
６
８

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
談
窓
口

５
月
19
日
（
火
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
事
務
所

　
（
市
役
所
本
庁
舎　
地
下
１
階
）

　
☎
０
５
０
‐
８
０
０
２
‐
５
１
２
２

　
（
開
設
日
の
み
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
た
い
方
や
依
頼

を
し
た
い
方
な
ど
を
対
象
に
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
開
設
し

ま
す
。

　
ま
た
、
開
設
日
に
限
り
電
話
で
の
相
談

も
受
け
付
け
ま
す
。

※
毎
月
第
３
火
曜
日
に
開
設
予
定
で
す
。

問
甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
☎
44
‐
２
６
１
２

休
日
無
料
法
律
相
談

５
月
23
日
（
土
）

午
前
９
時
～
午
後
０
時
20
分

市
役
所
本
庁
舎　
１
階

　
市
民
会
議
室
Ｂ

市
内
在
住
の
方

◦
定
員　
５
名（
１
名
に
つ
き
40
分
以
内
）

※
５
月
７
日
（
木
）
午
前
８
時
30
分
か
ら

予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

平
日
は
忙
し
く
て
相
談
に
行
け
な
い
と

い
う
方
に
、
休
日
無
料
法
律
相
談
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

※
な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、
初
回
の
方
を
優
先
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

問
甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
無
料
法
律
相
談
事
務
局

　
☎
44
‐
２
６
１
２

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

５
月
１
５
日
（
金
）

午
後
１
時
～
４
時

街
の
駅
や
ま
な
し

相
続
登
記
、
土
地・建
物
の
名
義
変
更
、

遺
言
、
成
年
後
見
、
会
社
関
係
の
登
記

な
ど

※
相
談
時
間
は
１
組
に
つ
き
40
分
以
内
。

※
書
類
の
作
成
指
導
や
審
査
は
い
た
し
ま

せ
ん
。

問
山
梨
県
司
法
書
士
会

　
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
５
５
‐
２
５
３
‐
２
３
７
６

あ
ん
し
ん
相
談

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
た
、
無
口
に

な
っ
た
、
会
社
や
学
校
に
行
け
な
い
、

家
族
関
係
や
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か

な
い
な
ど
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
を
中
心

と
し
た
相
談
に
応
じ
ま
す
。

随
時　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

◦
申
込
方
法　

　
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◦
そ
の
他

　
精
神
保
健
福
祉
士
、
保
健
師
が
そ
れ
ぞ

れ
の
専
門
に
よ
り
対
応
し
ま
す
。

　
ま
た
、
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は

精
神
科
医
師
の
対
応
も
可
能
で
す
。

※
来
所
を
基
本
と
し
ま
す
が
、
ご
事
情
に

よ
り
訪
問
等
の
対
応
も
し
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談

「
こ
れ
っ
て
障
害
者
差
別
で
は
？
」「
障

害
者
の
方
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る

べ
き
か
？
」な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

問
福
祉
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
32
‐
０
２
８
５

　
ＦＡＸ
33
‐
２
３
０
７

要
予
約

要
予
約

要
予
約

要
予
約

　毎年、農作業が本格化する春以降は、作業中の事故が多発する傾向があります。慣れた作業や機械の
操作であっても、不注意から重大な事故を引き起こしてしまうことがありますので、農家の皆さんは次
の点に注意して農作業を進めてください。

●作業時は作業に適した服装とする。　　　　　　●機械の点検・整備はエンジンを停止する。
●棚、支柱、針金等は目印を付けて目立たせる。　●できる限り一人で作業しない。

「農作業は焦らず、急がず、慎重に！」を合言葉に、事故発生を防止しましょう。
問農林振興課　果樹農林担当　☎３２ ‐ ５０９２

農作業は安全第一に !!
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：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

令
和
２
年
度

交
通
災
害
共
済
加
入
受
付
中

加
入
者
が
交
通
災
害
に
あ
っ
た
場
合

に
、
被
害
の
程
度
に
よ
っ
て
見
舞
金
が

支
給
さ
れ
る
相
互
救
済
制
度
で
す
。

　

掛
金
は
一
人
に
つ
き
年
間
５
０
０
円

で
、
共
済
期
間
は
４
月
１
日
（
中
途
加

入
の
場
合
は
、
そ
の
翌
日
）
か
ら
令
和

３
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
甲
州
市
に
住
所
を
有
し
、
住
民
基
本
台

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
な
ら
、
ど
な

た
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

問
市
民
生
活
課　
市
民
生
活
担
当

　
　
　
　
　
　
☎
32
‐
５
０
６
８

　
勝
沼
支
所　
☎
44
‐
１
１
１
１

　
大
和
支
所　
☎
48
‐
２
１
１
１

配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

（
有
償
）
募
集

市
で
は
、
介
護
食
や
病
気
の
状
態
に
あ

わ
せ
た
治
療
食
を
、
調
理
が
困
難
な
高

齢
者
の
方
へ
届
け
る
配
食
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
７
名
の
配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
昼

食
を
届
け
な
が
ら
、
声
か
け
や
見
守
り

活
動
を
し
て
い
ま
す
が
、
利
用
者
の
増

加
に
伴
い
、
新
た
に
協
力
し
て
い
た
だ

け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

◦
主
な
活
動
内
容
等

・
自
家
用
車
を
使
用
し
て
の
昼
食
の
配
達

と
利
用
者
へ
の
声
か
け
や
見
守
り

・
使
用
し
た
食
器
の
回
収
等

・
月
曜
日
～
土
曜
日
の
午
前
11
時
頃
～
午

後
０
時
30
分
頃
の
間
に
約
７
件
、
週
１

～
２
回
程
度
（
曜
日
に
よ
り
利
用
者
の

人
数
が
異
な
る
た
め
、
配
達
件
数
や
活

動
日
数
が
変
動
し
ま
す
）

問
介
護
支
援
課　
介
護
予
防
担
当

　
☎
34
‐
５
４
３
４

製
造
業
へ
の
新
卒
就
職
者
の

奨
学
金
返
済
の
補
助
に
つ
い
て

山
梨
県
で
は
、
卒
業
後
に
県
内
の
機
械

電
子
産
業
の
企
業
に
就
職
す
る
方
に
対

し
、
日
本
学
生
支
援
機
構
第
一
種
お
よ

び
第
二
種
奨
学
金
の
返
済
分
を
補
助
し

ま
す
。

◦
補
助
額

　
日
本
学
生
支
援
機
構
（
第
一
種
・
第
二

種
）
奨
学
金
被
貸
与
額
の
２
年
分

　
（
例
）
大
学
院
生
（
修
士
）
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
最
大
２
１
１
万
円
支
給

◦
対
象
・
定
員

　
大
学
、
大
学
院
な
ど
の
理
学
部
・
工
学

部
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
学
部
な
ど
を
含

む
）
に
在
学
す
る
学
生

　
令
和
２
年
度
末
卒
業
予
定
者
32
名
程
度

◦
申
込
期
限

　
８
月
31
日
（
月
）
ま
で

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
山
梨
県
産
業
人
材
育
成
課

　
☎
０
５
５
‐
２
２
３
‐
１
５
６
７

放課後児童クラブ
支援員および補助員の募集
●勤務要件
　保育に関して興味がある方
※支援員については、山梨県が実施している
研修に参加していただける方
●就労場所
　塩山・勝沼地域の各児童クラブ
●勤務時間
　【平日】
　正午～午後７時のうち６時間
　【土曜日・長期休業中等】
午前８時～午後７時のうち８時間（勤務時
間は各児童クラブにより異なる場合があり
ます）
●休　日
日曜日・祝日・年末年始（土曜日勤務のな
い児童クラブもあります）
●その他
　時給制、社会保険加入、有給休暇

問子育て支援課　児童福祉担当
　☎３２‐５０８１

５月 相談会等の
中止について

　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、
下記の相談会等を中止させていただきます。

●合同相談、行政相談、結婚相談

●甲府年金事務所出張相談
※ご相談は甲府年金事務所へお問い合わ

せください。
　☎０５５ ‐ ２５２ ‐ １４３１

●不動産・空き家無料相談会

●オレンジカフェ、もの忘れ相談

　大変申し訳ありませんが、ご了承いただ
きますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、掲載している
イベント等が延期・中止となる場合があります。
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　　イベント　　講座・募集　　介護・福祉　　健康　　保険・税　　お知らせ　　

県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

能
力
開
発
講
座
等
の
ご
案
内

産
業
技
術
短
期
大
学
校
で
は
、
実
践
技

術
者
を
育
成
し
、
山
梨
県
の
産
業
と
経

済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
教
育
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
職
業
に
必
要
な
知
識
や
技
能
の

向
上
、
資
格
取
得
等
を
目
的
と
し
た
能

力
開
発
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

◦
６
月
開
催
予
定
講
座

・
会
計
実
務
の
基
礎

・
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
０
シ
リ
ー
ズ　
内
部
監

査
員
養
成
コ
ー
ス

・
社
会
保
険
実
務

・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

技
能
検
定
３
級　
試
験
対
策
講
座

◦
７
月
開
催
予
定
講
座

・
は
じ
め
て
の
中
国
語

・
商
業
簿
記
３
級　
試
験
対
策
講
座
（
前

編
）

・
３
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
入
門

※
講
座
内
容
、
日
程
、
定
員
、
受
講
料
、

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

　
塩
山
キ
ャ
ン
パ
ス

　
☎
32
‐
５
２
０
２

山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会

職
業
訓
練
講
座
の
ご
案
内

働
く
皆
さ
ん
の
職
業
能
力
や
人
材
を
育

成
す
る
た
め
、
各
種
講
座
を
開
催
し
て

い
ま
す
。

◦
認
定
職
業
訓
練

・
品
質
管
理
検
定
３
級
（
Ｑ
Ｃ
検
定
）
対

策
講
座

・
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
得
点
Ｕ
Ｐ
対
策
講
座

・
エ
ク
セ
ル
入
門

◦
キ
ャ
リ
ア
促
進
コ
ー
ス

・
建
設
業
経
理
検
定
試
験
対
策
講
座

※
講
座
内
容
、
日
程
、
定
員
、
受
講
料
、

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
山
梨
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
総
務
企
画
課

　
☎
０
５
５
‐
２
４
３
‐
４
９
１
６

「
ス
ト
ッ
プ　
不
法
電
波
」

総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
～
10
日
ま
で

を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強

化
期
間
」
と
し
て
、
電
波
を
正
し
く
利

用
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
周
知
・
啓
発

活
動
お
よ
び
不
法
無
線
局
の
取
り
締
ま

り
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
不
法
な
無
線
局

は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
、
携
帯
電

話
な
ど
の
身
近
な
も
の
か
ら
、
警
察
・

消
防
・
救
急
用
無
線
な
ど
の
人
命
に
関

わ
る
重
要
な
無
線
に
対
し
て
、
混
信
・

妨
害
を
与
え
る
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活

や
安
全
を
お
び
や
か
し
ま
す
。

　
安
全
で
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め

に
、
電
波
は
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
く

使
い
ま
し
ょ
う
。

問
関
東
総
合
通
信
局

・
不
法
無
線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害

　
☎
０
３
‐
６
２
３
８
‐
１
９
３
９

・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

　
☎
０
３
‐
６
２
３
８
‐
１
９
４
５

リサイクルステーション等での
古着等布類回収の中止について
　市内各地区リサイクルステーション（勝
沼・大和地域はごみステーションでの回収
も含む）での古着等布類回収を５月１日か
ら中止いたします。
　古着等布類回収については、市が指定し
た業者に引き渡し、リユース・リサイクル
工程を経て、再利用されていますが、新型
コロナウイルス感染拡大に伴い、古着の受
け入れ先がひっ迫するなど、回収の実施が
困難な状況です。そのため、衣替えの季節
となりますが、不要となった衣類・布類等
はなるべく各家庭で保管していただきます
ようご協力をお願いいたします。
　なお、回収を再開する際には、広報、甲
州市ホームページ等でお知らせいたします。

問環境政策課　廃棄物対策担当
　☎３３‐４４０４

新型コロナウイルス感染症の
影響による休業や失業等で
生活資金にお悩みの方へ
　山梨県社会福祉協議会では、新型コロナ
ウイルス感染症の影響による休業や失業等
で生活資金にお悩みの方へ、生活福祉資金
特例貸付事業を実施しています。
　本事業は、生活費等の必要な資金の貸付
けとして、緊急小口資金と総合支援資金の
２種類をご案内しています。
　詳細はお問合わせください。

問甲州市社会福祉協議会
　甲州市生活支援センターぶりっじ
　☎４４‐６１３０

●受付時間
　午前８時３０分～午後５時１５分
　（土曜日・日曜日・祝日は除く）

：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ
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国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう
　国内に住所がある方が２０歳になると、厚生年金・
共済年金以外の方は国民年金へ加入となります。
　令和２年４月分から令和３年３月分までの国民年
金保険料は、月額１６, ５４０円です。保険料は、日
本年金機構から送られる納付書により、金融機関、
郵便局、コンビニで納めることができます。また、
クレジットカードによる納付やインターネット等を
利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。

■保険料の「免除制度」があります
　所得が少ないときや失業等により保険料を納める
ことができない場合には、本人の申請によって、
保険料の納付が免除される制度があります。また、
所得の少ない学生の方で、保険料を納めることが
困難な場合は、国民年金保険料の納付を先送り（猶
予）できる制度「学生納付特例制度」が利用でき
ます。
　保険料を納められないときはそのままにせず、免
除・納付猶予を申請しましょう。

①免除（全額免除・一部免除）申請
　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定
額以下の場合や失業等の事由がある場合は、保険
料が全額免除または一部免除となります。

②納付猶予申請
　５０歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年
所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

③学生納付特例申請
　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、
　納付が猶予されます。

■免除・納付猶予制度のメリット
・病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金
　を受け取ることができます。
・年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）
に算入されます。

■保険料が未納で、手続きを何もしなかったら・・・
・未納のまま放置すると、病気やけがで障害が残っ
たときの年金が受け取れなくなる可能性がありま

す。（障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取る
ためには一定の要件があります）
・老後に受け取る年金額も少なくなります。

◎学生納付特例申請について
■対象になる方
　国民年金に加入している、大学（大学院）、短大、
高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校（学
校教育法で規定されている修業年限が１年以上の
課程）に在学する学生等で、本人の前年所得が基
準以下の方。

■所得の目安
　１１８万円＋（扶養親族等の数×３８万円）で計
算した額以下の場合

■学生納付特例期間の年金はどうなるの？
　将来受け取る年金の受給資格期間には算入されま
すが、年金額には反映されません。

■手続きについて
　継続して申請する場合
　令和元年度において学生納付特例制度により保険
料納付を猶予されている方で、今年度も引き続き
在学予定の方へ日本年金機構から基礎年金番号等
が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が
送付されます。令和元年度と同じ学校等に在学さ
れる方は、このハガキに必要記載事項を記入し返
送してください。

　新規に学生納付特例を申請する場合（２０歳取得
の学生を含む）、また、継続申請する方でハガキが
届いていない場合
　学生証（有効期間が表記されているもの）の写し、
または在学証明書、印鑑をお持ちのうえ、戸籍住
民課国保・年金担当、勝沼・大和支所または甲府
年金事務所で申請をしてください。

※手続きや相談等の詳細はお問い合わせください。

問戸籍住民課　国保・年金担当
　　　　☎３２ ‐ ２１１１（内１０２２・１０２３）
問甲府年金事務所
　　　　☎０５５ ‐ ２５２ ‐ １４４１

●「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」はこのように違います。

納付 全額免除 一部免除 納付猶予
学生納付特例 未納

老齢・障害・遺族基礎年金
の受給資格期間への算入 ◯ ◯ ◯ ◯ ×

老齢基礎年金額への反映 ◯ △（※）
（一部反映）

△（※）
（一部反映） ×（※） ×

※保険料を１０年以内に納付（追納）すると年金額に反映されます。
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　　イベント　　講座・募集　　介護・福祉　　健康　　保険・税　　お知らせ　　

第
15
回
甲
州
市
ゴ
ル
フ
選
手
権

大
会
（
第
73
回
山
梨
県
体
育
祭

り
ゴ
ル
フ
競
技
代
表
選
考
会
）

５
月
26
日
（
火
）

境
川
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

市
内
在
住
の
方

◦
競
技
方
法

　
18
ホ
ー
ル
ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー
・
ス
ク

ラ
ッ
チ
競
技

①
プ
レ
ー
費　
９
，
３
０
０
円

　
（
セ
ル
フ
・
食
事
付
き
）

②
参
加
費　
　
２
，
０
０
０
円

◦
申
込
締
切
日　
５
月
15
日
（
金
）

問
甲
州
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
各
支
部
ゴ
ル
フ

部
長

問
生
涯
学
習
課　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
・
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
対
策
担
当

　
☎
32
‐
５
０
９
８　
ＦＡＸ
32
‐
５
１
７
２

憲
法
週
間
行
事

裁
判
所
業
務
体
験
会

５
月
27
日
（
水
）

午
後
３
時
～
５
時
30
分

甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所

　
（
甲
府
市
中
央
１
‐
１
０
‐
７
）

高
校
生
以
上
の
学
生
（
既
卒
者
も
可
）

裁
判
所
書
記
官
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官

の
業
務
体
験

◦
募
集
人
数　
約
30
名
（
先
着
順
）

◦
申
込
方
法

　
５
月
１
日
（
金
）
～
22
日
（
金
）
の
期

間
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
受
付
時
間
は
、
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時（
土
曜
日・日
曜
日・祝
日
を
除
く
）

問
甲
府
地
方
裁
判
所
事
務
局

　
総
務
課
庶
務
係

　
☎
０
５
５
‐
２
３
５
‐
１
１
３
３

富
士
山
科
学
研
究
所
イ
ベ
ン
ト

◎
富
士
山
五
合
目
植
物
観
察
会

富
士
山
五
合
目
の
植
物
に
注
目
し
、
そ

の
生
態
を
中
心
に
研
究
者
の
解
説
を
聞

く
こ
と
で
、
富
士
山
の
自
然
の
魅
力
を

体
感
し
ま
す
。

①
７
月
16
日
（
木
）
定
員
20
名

　
②
７
月
18
日
（
土
）
定
員
36
名

午
前
９
時
～
午
後
４
時

富
士
山
五
合
目　
御
中
道
自
然
探
勝
路

小
学
校
４
年
生
以
上
で
山
歩
き
が
で
き

る
方
（
昨
年
度
の
参
加
者
お
よ
び
中
学

生
以
下
の
み
で
の
参
加
は
不
可
）

◦
申
込
方
法

　
６
月
８
日
（
月
）
午
前
10
時
か
ら
午
後

５
時
の
間
に
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。（
先
着
順
）

問
山
梨
県
富
士
山
科
学
研
究
所　
環
境
教

育
・
交
流
部	

教
育
・
情
報
担
当

　
☎
０
５
５
５
‐
７
２
‐
６
２
０
３

設
楽
原
決
戦
場
ま
つ
り

見
学
ツ
ア
ー
の
中
止
に
つ
い
て

愛
知
県
新
城
市
の
「
設
楽
原
決
戦
場
ま

つ
り
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
に
伴
い
、
中
止
と
な
り
ま

し
た
。　
　

　
つ
き
ま
し
て
は
、「
見
学
ツ
ア
ー
」
も

実
施
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
理
解
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

問
観
光
商
工
課　
交
流
イ
ベ
ン
ト
担
当

　
☎
32
‐
１
０
０
０

甲
州
市
児
童
セ
ン
タ
ー

「
こ
ど
も
ま
つ
り
」
の

中
止
に
つ
い
て

毎
年
５
月
に
東
雲
ふ
れ
あ
い
親
子
館
で

開
催
し
て
い
る
甲
州
市
児
童
セ
ン
タ
ー

「
こ
ど
も
ま
つ
り
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
伴
い
、
中

止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
理
解

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課　
児
童
福
祉
担
当

　
☎
32
‐
５
０
８
１

甲州市鉄道利用者通学支援
補助金の申請受付開始

　若者の市内での定住促進を図るため、甲州市か
ら県外の大学等へ通学する学生の皆さんに、通学
定期購入費の一部を補助します。
●対象期間　４月１日～令和３年３月３１日
●補 助 額　通学定期券購入費の半額
　　　　　　（月額上限１０，０００円）
●対　　象　次のすべてに該当する方
①市内に住所を有し、県外の大学等に通学してい

る方（※学校教育法に定める大学院、大学、高
等専門学校、専修学校および各種学校）

②平成２９年４月１日以降に鉄道利用通学を開始
した方

③令和２年４月１日以降の有効期限の定期券を利
用する方

④本人および生計を一にする世帯に属する方が市
税等を滞納していないこと。

●申込期間　６月３０日（火）まで
問政策秘書課　地域創生推進担当
　☎３２ ‐ ５０３７

甲 州 市 塩 山 診 療 所
閉 所 の お 知 ら せ

　医師の退職により、長らく休診中の「甲州
市塩山診療所」は、３月３１日をもって閉所
しました。同施設は、「塩山西児童センター」
に名称を変え、引き続き、放課後児童健全育
成事業に活用いたします。

甲州市役所
健康増進課・子育て支援課

：日付　 ：時間　 ：場所　 ：料金　 ：対象　 ：内容　 ：持ち物　㊡：休館　問：問合せ

参
加
者
募
集

要
申
込
・
無
料

要
申
込
・
無
料
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甲州市社会教育委員の会と
公民館運営審議会が答申
　市社会教育委員の会は、「令和５年以降の甲州市
の成人式のあり方について」を、また、市公民館運
営審議会は、「甲州市中央公民館の自主事業のあり
方について」を市教育委員会に答申しました。
　「成人者自身による実行委員会形式で行い、２０
歳で成人式を迎えることの意義を感じてもらいた
い」との提案や、「地域の公民館をつなぐ自主事業
の展開を望む」との方向性を示しました。

甲州市赤十字奉仕団
段ボールベッド設営講習会
　甲州市赤十字奉仕団は、災害時に被災者が利用す
る段ボールベッドの設営講習会を開催しました。
　昨年の台風１９号による避難所生活では、体の不
自由な方がソファーなどをベッドの代用として使用
しましたが、不便さを感じる方も多くいました。
　奉仕団では避難所の環境改善に向けた取り組みと
して、今回見本セットを購入。参加した皆さんは実
際に座るなどして使い心地を確かめていました。

大菩薩峠登山の
安全を祈願
　４月８日、甲州市観光協会と大菩薩観光協会は、
雲峰寺で大菩薩山開き「介山祭」を開催し、長編時
代小説『大菩薩峠』で知られる作家・中里介山の冥
福を祈るとともに、登山者の無事故や安全を祈願し
ました。
　市観光協会の雨宮正明会長は、「県内外から訪れ
る皆さんが無事に登山を楽しめるようにしたい」と
話していました。

甲州市図書館協議会が甘草屋敷
子ども図書館の運営について答申
　市図書館協議会は、「甲州市立塩山図書館分館（甘
草屋敷子ども図書館）の運営について」を市教育委
員会に答申しました。
　「成長段階に合わせて本と出会えるよう、小さな
お子さんも利用しやすい子ども図書館の来館者が減
少している一方で、塩山・勝沼図書館の幼児の利用
は増えている。市内４館の効率を考え、全体として
サービスの低下を招かないように」と提言しました。
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◆試験に関するお問い合わせ・採用試験案内請求先　日下部警察署　警務課　採用試験担当　☎２２‐０１１０（代）

警察官採用のお知らせ

令和２年度
第２回目 山梨県警察官採用試験
■受付期間
　　７月２７日（月）
　　　　　～８月２１日（金）
■第１次試験日
　　９月２０日（日）
■採用時期
　　原則 令和３年４月１日

『甲州市 洪水・土砂災害ハザードマップ』を作成しました。
　市では、平成２５年３月に『甲州市土砂災害ハザー
ドマップ』を作成し、活用してきましたが、国・県に
よる洪水浸水想定区域が甲州市に示されたため、その
内容を反映した新たなハザードマップを作成しました。
　自宅、職場、学校周辺の危険箇所や緊急時の避難経路・
避難場所を確認し、いざという時に適切・迅速な行動
がとれるよう準備しておきましょう。
　家族の連絡先などを明記しておくことや自治体からの情報を入手できるようにしておくことも大切で
す。また、各地区や自主防災組織などで防災・減災対策の検討資料としてもご活用ください。

　なお、ハザードマップはあくまでも想定図です。雨の降り方や土地の状態によっては、地図に示され
た区域以外でも洪水や土砂災害が発生する可能性がありますので、十分に注意してください。

問総務課　行政・防災担当　☎３２ ‐ ５０４１

試験職種 採用予定
人員 受験資格 年齢制限

第
２
回

警察官
A

男性 ５名程度 学校教育法による大
学（短期大学を除く）
を卒業した方もしく
は令和３年３月まで
に卒業見込みの方、
または人事委員会が
これと同等以上の学
力があると認める方

昭和６２年４月
２日以降に生ま
れた方男性／

武道指導 ２名程度

女性 ２名程度

女性／
武道指導 ２名程度

警察官
B

男性 １０名
程度

警察官 A の受験資格
に該当しない方

昭和６２年４月
２日～平成１５
年４月１日まで
に生まれた方女性 １０名

程度

災害用備蓄品（感染症予防マスク）
　●（株）加藤塗装工業所	さま（上於曽）
　●富士急グループ・甲州タクシー（株）	さま
　●（株）ダイヤ商事（ニューダイヤ）	さま

教育関連事業へ
　●中村	八郎	さま（上井尻）
甲州市社会福祉協議会へ
　●シルクロードバンド・ビクトリーズ	さま
　●甲州市立塩山北中学校	生徒会	さま

温かな善意 ありがとうございます
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★お問い合わせ先★
　塩山図書館 ☎３２‐１５０５
　勝沼図書館 ☎４４‐３７４６
　大和図書館 ☎４８‐２９２１
　甘草屋敷子ども図書館 ☎３３‐５９２６

図書館ＨＰ　https://www.l ib -koshu.jp/

としょかん
つうしん

生活経済事犯
による

消費者被害防止対策
の推進

　近年、「必ず儲かる」といった文言を使って、顧客に出資を
勧誘する詐欺性の強いもうけ話、ホームページやメールを使っ
て不当に高い金利でお金を貸し付けるヤミ金融、突然の自宅訪
問により強引に商品の購入を迫る不法な訪問販売など、「生活
経済事犯」と呼ばれる犯罪が多発しており、県民生活に大きな
不安を与えています。
　生活経済事犯は、高齢者が被害に遭う割合が高く、被害が高
額になる傾向にあります。
　警察では、生活経済事犯の被害が拡大する前に早期検挙を図
るとともに、未然防止のための広報啓発活動を推進しています。
　なお、上記に関するご相談は、日下部警察署生活安全課へご
連絡ください。

＊休館中の貸し出しについては、停止させていただきます。

◆休館中の図書館について
　この度の「緊急事態宣言」を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、これまで行っていました
予約受付貸出は、当面の間、停止させていただきます。利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご
理解をお願いいたします。
　今後の予約受付貸出の再開や開館状況、各館イベント、定例おはなし会の開催については、甲州市立図
書館ホームページ等でご確認ください。

◆貸し出しについて
・電話予約貸出は、当面の間、停止させていただきます。
・予約の電話はお受けできませんので、ご了承ください。
◆返却について
・資料の返却も停止させていただきます。資料はそのままお持ちください。なお、返却ポストもありませ
んので、ご協力をお願いします。

◆甲州市立図書館ホームページからの予約は引き続きできますが、資料の貸し出しは当面の間できません
ので、ご了承ください。

＊「緊急事態宣言」を受け、当面の間、完全休館とさせていただきます。
　休館延長のため、各館のイベント等は中止・延期いたします。
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人口と世帯 （2020.4.1現在）
（　）内は前月比 人口 30,990人（−114）　男 14,990人（−66）　女 16,000人（−48）　世帯数 13,093世帯（＋7）
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選ぶ、楽しさ。
昭和堂

創業 94年 昭和堂
☎ 32―1325
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00〜19：00

P 有

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
●帰国者・接触者相談センター
　峡東保健所　地域保健課　☎２０‐２７５２
●感染症に関する一般的なお問い合わせ
　山梨県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル
　☎０５５‐２２３‐８８９６（午前９時～午後５時／土・日・祝含む）

●風評被害等の相談窓口
　☎０５５‐２２３‐１３５０（平日：午前８時３０分～午後５時）
●甲州市相談窓口（一般的なお問い合わせ）
　健康増進課　健康企画・地域医療担当
　☎３２‐５０１４（平日：午前８時３０分～午後５時１５分）

◎カラー　１ヵ月：２０,０００円
◎白黒　　１ヵ月：１０,０００円（カラー、白黒とも最大６ヵ月まで）

甲州市ホームページのバナー広告も随時募集しています。
募集要綱および申込書は、甲州市ホームページをご覧ください。

◆お申し込み・お問合せ
　政策秘書課　秘書・広聴広報担当　☎32-5063
　ホームページアドレス http://www.city.koshu.yamanashi.jp

　甲州市では、新たな財源確保や地域経済の活性化を図るため、
有料広告を募集します。
　広報こうしゅうの広告料金は下記のとおりです。

「有料広告」を募集します！「有料広告」を募集します！


